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世田谷区立図書館共通利用カード作成について

平素より、世田谷区立小学校の教育活動にご理解ご協力をいただきあり
がとう.ございます。
さて、世田谷区教育委員会並びに区立小・中学校では、子どもたちの読
書の機会を一層充実させていくことなどをねらいとして、区立図書館の共
通利用カードをより多くの子どもたちに持っていただきたいと考えており
ます。
そこで、世田谷区教育委員会では、学校をとおして、一括して区立図書
館共通利用カードを
つきましては、区

ただき、下記のとお 蟻離鐙讓凝簾潔図書館の共通利用カードの作成に

1申込方法 別
て 禁仕愛上

ください。

2その他すでに､お子様の名前で｢世田谷区立図書館共通利用力
－ド｣をお持ちの場合は､申し込みの必要はありません。
カードをお持ちの場合やカードの作成を希望されない場
合は､その旨を別紙｢世田谷区立図書館共通利用カードの
申し込みについて」にご記入ください．




